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１ 宮崎県の五地域区分面積

（注）１．県土面積は、令和７年４月１日現在の国土地理院公表の県土面積である。
２．五地域区分の面積は土地利用基本計画図上で計測したものである。

今回は、宮崎県土地利用基本計画における計画図の一部を変更します。

拡大 縮小 差引

773,416 100.0%　県土面積 773,416 100.0%

140.1%

　白地地域（※１） 6,557 0.8% 6,557 0.8%

1,083,327 140.1% 79.7 -79.7 1,083,247

95,842 12.4%

　自然保全地域 192 0.0% 192 0.0%

　自然公園地域 95,842 12.4%

306,900 39.7%

　森林地域 591,624 76.5% 57.6 -57.6 591,566 76.5%

88,747 11.5%

　農業地域 306,922 39.7% 22.1 -22.1

　五地域計　　　

変更後の計画面積
現行計画の面積

（R7.3）

（単位：ha、％）

変更面積

　都市地域 88,747 11.5%

【参考】
※１ 白地地域

土地利用基本計画の計画図において、五地域（都市地域・農業地域・森
林地域・自然公園地域・自然保全地域）のいずれにも指定されない地域。
白地地域について、宮崎県土地利用基本計画の計画書（p.7）においては、

当該地域の特性及び周辺地域との関連等を考慮して、適正な土地利用を図る
としている。
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２ 変更内容一覧表

〇 宮崎県土地利用基本計画図の変更案（５件）

整理
番号

変更案件名
拡大
面積
(ha)

縮小
面積
(ha)

変更を必要とする理由
区域図

（ページ）

1 日向森林地域１ 1.7
他用途への転用により、森林としての利用・保全を図
る必要がなくなったため。（太陽光発電施設用地の造
成）

9

2 日向森林地域２ 13.2
他用途への転用により、森林としての利用・保全を図
る必要がなくなったため。（太陽光発電施設用地の造
成）

10

3 日向森林地域３ 42.7
他用途への転用により、森林としての利用・保全を図
る必要がなくなったため。（太陽光発電施設用地の造
成）

11

4 高千穂農業地域１ 12.3
高速道路ＩＣ設置に伴い、道の駅/防災機能強化拠点
整備を図りつつ、公園再編による相乗効果を得るため。
（都市計画法上の用途地域へ指定）

12

5 高千穂農業地域２ 9.8
立地適正化計画の都市機能誘導区域内で、医療・福
祉・子育て・教育施設を一体的に整備する拠点形成の
ため。（都市計画法上の用途地域へ指定）

14

合 計 79.7

〇 変更案件所在地

変更地域 所在地周辺の情報

日向森林地域１
・ＪＲ財光寺駅から西南西へ3.0km
・県立日向工業高校から西へ2.4km

日向森林地域２
・ＪＲ日向駅から西へ3.9km
・塩見小学校から北西へ2.2km

日向森林地域３
・JR日向駅から西へ3.2km
・塩見小学校から北西へ1.4km

高千穂農業地域１ ・高千穂総合公園周辺地区

高千穂農業地域２ ・高千穂町国民健康保険病院周辺地区

所在地

日向市大字富高字太田2342番1　他

日向市大字平岩字ナガツベ5195番5　他

日向市大字富高字永菖蒲2043番1　他

高千穂町大字三田井字猿渡　他

高千穂町大字三田井字吾平原　他

-2-



〇 個別規制法との関連

森林地域にかかる変更案件は、既に開発が実行され、完了確認も終えております。
そのため、個別案件の是非ではなく、その後の当該土地及び周辺土地の利用調整等
についてご審議いただきたく存じます。

変更地域 個別規制法の調整状況

日向森林地域１
・林地開発許可日：令和４年１１月２９日
・開発行為完了確認調査日：令和５年８月３日
・森林審議会に諮問：令和７年１２月1５日

日向森林地域２
・林地開発許可日：平成２８年１２月２１日
・開発行為完了確認調査日：令和２年４月２８日
・森林審議会に諮問：令和７年１２月1５日

日向森林地域３
・林地開発許可日：平成２８年１２月２１日
・開発行為完了確認調査日：令和２年４月１３日
・森林審議会に諮問：令和７年１２月1５日

高千穂農業地域
１

【農振法にかかる調整状況】
・県と事前協議に同意
（令和７年１１月４日）
【都市計画法にかかる調整状況】
・県と事前協議に異存なしの回答予定
（令和８年３月頃）
・町都市計画審議会開催予定
（令和８年３月頃）

高千穂農業地域
２

【農振法にかかる調整状況】
・県と事前協議に同意
（令和７年１１月４日）
【都市計画法にかかる調整状況】
・県と事前協議に異存なしの回答予定
（令和８年３月頃）
・町都市計画審議会開催予定
（令和８年３月頃）

個別規制法の
措置の予定

耳川地域森林計画の樹立
（令和８年４月予定）

高千穂町農業振興地域の変更
（令和８年４月予定）
高千穂町都市計画
用途地域の指定

（令和８年４月予定）
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延岡市 

高千穂町 

五ヶ瀬町 日之影町 

門川町 

諸塚村 

椎葉村 

美郷町 

日向市 

都農町 
木城町 

西米良村 

西都市 

川南町 

高鍋町 

新富町 

宮崎市 

国富町 

綾町 

えびの市 

小林市 

高原町 

都城市 

三股町 

日南市 

串間市 
拡 大 縮 小

３ 日向森林地域３（縮小）

１ 日向森林地域１（縮小）

２ 日向森林地域２（縮小）

３ 変更位置図 ５ 高千穂農業地域２
（縮小）

４ 高千穂農業地域１
（縮小）
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４
変
更
状
況
図

【
整
理
番
号
１
】
日
向
森
林
地
域
１
（
耳
川
地
域
森
林
計
画
区
）
縮
小

現
況
写
真

（
太
陽
光
発
電
施
設
）

日
向
森
林
地
域
１
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【
整
理
番
号
２
】
日
向
森
林
地
域
２
（
耳
川
地
域
森
林
計
画
区
）
縮
小

日
向
森
林
地
域
２

現
況
写
真

（
太
陽
光
発
電
施
設
）
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【
整
理
番
号
３
】
日
向
森
林
地
域
３
（
耳
川
地
域
森
林
計
画
区
）
縮
小

現
況
写
真

（
太
陽
光
発
電
施
設
）

日
向
森
林
地
域
３
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【
整
理
番
号
４
、
５
】
高
千
穂
農
業
地
域
１
、
２

縮
小

高
千
穂
農
業
地
域
１

高
千
穂
農
業
地
域
２
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５
変
更
区
域
図

【
整
理
番
号
１
】
日
向
森
林
地
域
１
（
耳
川
地
域
森
林
計
画
区
）
縮
小

図
の
中
心
位
置
：

3
2
.3

9
4

, 
1

3
1

.5
9

9
 （
北
緯

,東
経
）

変
更
理
由
等

現
況

1.
7

1.
7

他
用
途
へ
の
転
用
に
よ
り
、
森
林
と
し
て
の
利
用
・
保
全

を
図
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
。
（
太
陽
光
発
電
施
設

用
地
の
造
成
）

そ
の
他

1.
7 
ha

1

変
更
後
（
h
a）

日
向
森
林
地
域
の
縮
小

農
業
地
域
と
森
林
地
域

変
更
前
（
h
a）

　
農
業
地
域

※
黄
色
に
着
色
し
た
部
分
の

森
林
地
域
を
縮
小
す
る
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【
整
理
番
号
２
】
日
向
森
林
地
域
２
（
耳
川
地
域
森
林
計
画
区
）
縮
小

図
の
中
心
位
置
：

3
2
.4

3
3

, 
1

3
1

.5
8

7
（
北
緯

,東
経
）

変
更
理
由
等

現
況

7.
9

5.
3

7.
9

 5.
3

他
用
途
へ
の
転
用
に
よ
り
、
森
林
と
し
て
の
利
用
・
保
全

を
図
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
。
（
太
陽
光
発
電
施
設

用
地
の
造
成
）

そ
の
他

農
業
地
域
と
森
林
地
域

都
市
地
域
と
農
業
地
域
と
森
林
地
域

変
更
前
（
h
a）

13
.2
 h
a

2

変
更
後
（
h
a）

農
業
地
域

　 都
市
地
域
と
農
業
地
域

日
向
森
林
地
域
の
縮
小

※
黄
色
に
着
色
し
た
部
分
の

森
林
地
域
を
縮
小
す
る
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【
整
理
番
号
３
】
日
向
森
林
地
域
３
（
耳
川
地
域
森
林
計
画
区
）
縮
小

図
の
中
心
位
置
：

3
2
.4

2
9

, 
1

3
1

.5
9

5
 （
北
緯

,東
経
）

変
更
理
由
等

現
況

42
.7

42
.7

他
用
途
へ
の
転
用
に
よ
り
、
森
林
と
し
て
の
利
用
・
保
全

を
図
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
。
（
太
陽
光
発
電
施
設

の
造
成
）

そ
の
他

変
更
前
（
h
a）

変
更
後
（
h
a）

都
市
地
域
と
農
業
地
域
と
森
林
地
域

都
市
地
域
と
農
業
地
域

日
向
森
林
地
域
の
縮
小

42
.7
 h
a

3

※
黄
色
に
着
色
し
た
部
分
の

森
林
地
域
を
縮
小
す
る
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【
整
理
番
号
４
】
高
千
穂
農
業
地
域
１

縮
小

図
の
中
心
位
置
：

3
2
.7

2
 1

3
1

.3
（
北
緯

,東
経
）

変
更
理
由
等

現
況

12
.3

12
.3

高
速
道
路
Ｉ
Ｃ
設
置
に
伴
い
、
道
の
駅
/防

災
機
能
強
化
拠

点
整
備
を
図
り
つ
つ
、
公
園
再
編
に
よ
る
相
乗
効
果
を
得

る
た
め
。
（
都
市
計
画
法
上
の
用
途
地
域
へ
指
定
）

農
用
地
、
森
林
、

原
野
、
道
路
、
宅
地
、

そ
の
他

変
更
前
（
h
a）

変
更
後
（
h
a）

都
市
地
域
と
農
業
地
域
　

都
市
地
域

高
千
穂
農
業
地
域
の
縮
小

12
.3
 h
a

4

※
黄
色
に
着
色
し
た
部
分
の

  
  
農
業
地
域
を
縮
小
す
る
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【
整
理
番
号
４
】
高
千
穂
農
業
地
域
１

縮
小

図
の
中
心
位
置
：

3
2
.7

1
, 
1

3
1

.3
 （
北
緯

,東
経
）

※
黄
色
に
着
色
し
た
部
分
の

農
業
地
域
を
縮
小
す
る
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【
整
理
番
号
５
】
高
千
穂
農
業
地
域
２

縮
小

図
の
中
心
位
置
：

3
2
.7

2
 1

3
1

.3
1
（
北
緯

,東
経
）

※
黄
色
に
着
色
し
た
部
分
の

農
業
地
域
を
縮
小
す
る

変
更
理
由
等

現
況

9.
8

9.
8

立
地
適
正
化
計
画
の
都
市
機
能
誘
導
区
域
内
で
、
医
療
・

福
祉
・
子
育
て
・
教
育
機
能
を
一
体
的
に
整
備
す
る
拠
点

形
成
の
た
め
。
（
都
市
計
画
法
上
の
用
途
地
域
へ
指
定
）

農
用
地
、
森
林
、

原
野
、
水
面
等
、
道
路
、

宅
地
、
そ
の
他

都
市
地
域
と
農
業
地
域
　

都
市
地
域

高
千
穂
農
業
地
域
の
縮
小

9.
8 
ha

5

変
更
前
（
h
a）

変
更
後
（
h
a）
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（補足） 「森林地域の縮小案件」に係る取扱いについて

今回審議いただく森林地域の縮小案件は、いずれも林地開発に伴う案件であ
り、個別規制法である森林法に基づく「地域森林計画の樹立・変更」も併せて
行われます。

この場合の取扱いについては、国土交通省事務連絡「個別５法の国等との調
整手続と土地利用基本計画の国との調整手続との関係上の留意点」（平成29年
10月）において、「開発に伴い（土地利用基本計画の）森林地域を縮小する場
合には、地域森林計画の変更が行われる段階で行うことが望ましい」とされて
います。

本変更案件に係る地域森林計画（耳川地域森林計画）の変更は令和８年４月
を予定しています。

なお、「地域森林計画の変更が行われる段階」とは、上図のとおり、開発行
為の完了確認が終了し、森林としての利用・保全を図る必要がないと判断され
た時点を指します。
したがって、森林地域の縮小案件については、本審議会で審議いただく時点

で既に開発行為が完了していることとなります。

 

（参考：林地開発許可との関係）  

         

                            

       

 

 

   

 

 

開発行為の許可 開発行為 開発行為の完了確認 地域森林計画の樹立・変更 

土地利用基本計画の変更時期（国交省推奨） 

＝
 

森林地域の縮小 

） 

国
土
利
用
計
画
法 

 

森
林
法 

 

森林審議会 

 

国土利用計画審議会 
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○林地開発許可制度
森林法第５条に規定する地域森林計画対象の民有林（保安林や国有林を除

く）を１ha以上開発する場合に必要となるもので、森林の働きが損なわれない
よう一定の基準を満たした場合に限り、県知事が許可しなければならない制度
です。
一時的な土石の採掘や林地以外への転用など、土地の形質を変える行為が対

象になります。（太陽光発電設備の設置は0.5ha以上）

許可申請された案件は、県において下記４つの要件について審査を行い、要
件を満たしている場合には開発を許可し、森林の開発が行われます。

○審査のポイント
・災害を防ぐ働き

開発によって、周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させる恐れが
ないこと。

・水害を防ぐ働き
開発によって、計画地の流域内に水害を発生させる恐れがないこと。

・水を育む働き
開発によって、地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障を来す
恐れがないこと。

・環境を守る働き
開発によって、周辺の環境や景観を悪化させる恐れがないこと。

○林地開発手続きの流れ
一般的な林地開発許可の手続きは、下図のとおりです。

（補足） 林地開発許可制度について
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第３章 全体構想

４．まちづくり⽅針 

基本⽬標１ 適切な⼟地利⽤計画の実現による良好な居住環境の形成 

 
 
〈整備⽅針〉 

（１）良好な居住環境の形成 
●町⺠が快適な暮らしを実現し、かつ、⼦育て世

代の移住・定住促進を図るために、暮らしの魅
⼒向上に必要な都市施設（道路、上下⽔道、公
共交通等）の新たな配置および既存施設の維持
管理を推進します。これにより、“ここに住み
たい”と思えるような居住環境の形成に努めま
す。 

●御塩井および⽥⼝野の住宅地の⼀部は、「⾼千穂町⽴地適正化計画」において「居住誘導
特認区域」に設定されており、⾃然公園法による規制の範囲内で豊かな⾃然環境の保全
を図りつつ、インフラ等の整備を含めた良好な居住環境の形成に努め、⼀層居住の誘導
を推進していきます。 

●⽤途地域外には、本町が誇る豊かな⾃然・農地や⼭々の斜⾯を覆う棚⽥などが広がって
います。この⾃然や農地の保全と併せて、点在する⽣活拠点における集落や居住環境の
維持・向上を推進していきます。 

 
（２）地域の実情に合った都市計画区域や⽤途地域等の⾒直し・設定 

●国道 218 号については、町⺠が⽇常的に利⽤ 
する商業施設が複数⽴地していますが、町内に
おいて九州中央⾃動⾞道の整備が進められる
ことで、⼈や物の流れが活発化することも考え
られます。今後の⼟地利⽤の変化も考慮しつ
つ、都市計画区域・⽤途地域の⾒直しおよび準
都市計画区域の設定など、現状と今後のまちづ
くりを⾒据えた計画的な⼟地利⽤の実現を図
ります。 

住宅や教育・⽂化施設、商業施設などの『都市的⼟地利⽤』を中⼼とする⽤途地域内と、豊

かな⾃然や農地などの『⾃然的⼟地利⽤』が広がる⽤途地域外において、豊かな⾃然と町⺠

の暮らしが調和した都市環境・居住環境の形成を図ります。 

国道 218 号 

東松の原団地・⽥⼝野団地 
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